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6月はジェンダー平等推進集中月
間

本年は「男女雇用機会均等法」制定から40年、国
際女性年（当時は国際婦人年）が提唱され、「国際女性
デー」が制定されて50年、そして女性のエンパワー
メントに関するアジェンダで優先的に取り組む12の
重大問題領域（女性と貧困、女性に対する暴力、女
性の人権、女児など）が明記された「北京宣言およ
び行動綱領」が採択されて30年と、ジェンダー平等
の実現に向けた運動に関する節目の年である。
あらためて、女性のエンパワーメントを発揮し、
職場で女性の能力が最大限発揮できる環境を整える
ことにより、多様性を尊重した社会全体の変革と、

持続可能な発展を促進していくことの重要性を再認
識する必要がある。
2025春闘の最重点課題である「人員確保」は、職
員の労働環境に関わる重要な課題。仕事と生活の調
和のため仕事と育児・介護などの両立支援に向けた
人員の確保・環境整備を進めるためには誰もが対等
・平等で人権が尊重される差別のない職場環境など
のジェンダー平等の実現が不可欠となる。
ジェンダー平等の職場づくりは、①採用や配置、
昇任、賃金、退職などのあらゆるステージで、男女
格差が解消され、個性や能力が十分に発揮される、
②方針決定過程へ男女が対等に参画し、活力ある職
場となる、③労働環境を向上させることが、女性も
男性もいきいきと働くことができることにつなが
る、が重要な取り組みであることを労使で確認する
とともに、獲得目標（８項目※左記）提起し取り組
み推進を行う。
ジェンダー平等はただの目標ではなく、持続可能
な社会をつくるための基礎であり、この理念のも
と、未来へ向けて前進を続けていく必要がある。職
場の声を集約し、誰もが安心して働き続けられる職
場環境を構築していこう。

１　改正女性活躍推進法に基づく事業主行動計画の達成状況
を労使で確認すること。また、職場の状況を十分に把握・
分析した上で、目標達成にむけた協議を進めること。
２　すべての職場で、女性活躍推進法や次世代育成支援対策
推進法の「一般事業主行動計画」の策定を進め、仕事と家
庭の両立支援制度を拡充・促進すること。（民間）
３　男性の育児休業・介護休暇の取得を促進すること。また、
希望する職員が取得できるよう、代替の配置など職場環境
の整備を具体的に行うこと。
４　不妊治療休暇を取得しやすい環境整備を醸成すること。
５　正規労働者との均衡・均等に基づき、非正規労働者の労
働条件を改善すること。とりわけ、育児に関わる休暇につ
いて、「子の看護休暇の有給での取得」などの制度化をは
かること。
６　セクシュアルハラスメント、マタニティ・ハラスメント、
カスタマーハラスメント等について、職場実態を把握した
上で、防止措置や対策を強化すること。
７　結婚休暇をはじめとした休暇制度、扶養手当などの賃金
制度において、同性パートナーを対象とできるよう見直し
を行うこと。
８　職場の独自課題、積み残し課題の克服をはかること。

県本部におけるジェンダー平等推進闘争は、あらゆる機会に要求・交渉を行
う通年の取り組みとして、労働組合・職場・社会の分野でのジェンダー平等を
めざすもの。
とりわけ６月は、連合の「男女平等月間」や、自治労の「ジェンダー平等推
進集中月間」などが取り組まれることから、ジェンダー平等推進集中月間とし、
各種運動を展開しジェンダー平等を推進する。

獲得目標（８項目）

講師　百合レディスクリニック　
　　　丸本　百合子さん
日時　８月６日（水）18：30～20：00　
会場　神奈川県地域労働文化会館

※参加申込・詳細については各組合役員まで

女性が健康で働き続けるために
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　復帰53年を迎えた沖縄で「第48回５・15平和行進」
が行われ、「戦後80年基地のない沖縄を　平和な日本
を　戦争のない世界を」を基本スローガンに、県本
部から10組合30人が参加した。
　沖縄に次ぐ第二の基地県である神奈川。沖縄戦の
実相や現在の基地問題を肌で感じ、あらためて当た
り前の平和を考える機会となった。

平和への思い込め行進
　結団式で主催者は「復帰後も米軍基地があるがゆ
えに事件・事故が後を絶たない。沖縄がおかれてい
る不条理を実感し各地に持ち帰り現状を訴え、とも
に取り組んでほしい」と述べ、翌日の行進に向けて
参加者全員で意思統一。
　普天間基地を包囲する形で南北
に分かれた平和行進では、神奈川
は嘉手納基地コースを行進。全国
から参加した代表者がシュプレヒ
コールを行いながら、永遠と続く
基地のフェンス沿いを約2,300人
の行進団が歩を進めた。
　行進後に行われた県民大会で、沖縄県の玉城デニ
ー知事は「復帰から53年経った現在も、広大な米軍
基地の存在が沖縄振興の障害となり、県民生活にさ
まざまな影響を及ぼしている。戦後80年の節目の
年、平和で豊かな沖縄を実現させるため、平和を考
える機会を創出したい。東アジアを再び戦場にしな
いなど、沖縄戦で得た教訓を正しく次世代に伝え、
平和を希求していく。うちなーの肝心を世界に発信
し、共有することを一緒に呼び掛けていこう」と決
意を述べた。

南部戦跡を巡り　多くを感じる
　戦後80年を迎えるなか、あらためて労働組合がな

ぜ反戦・平和運
動に取り組むの
かを考え、これ
までの県本部運
動の歴史の継承
を目的とし、今
年度は平和行進
の後段に独自企画として平和学習を実施。
　自治労沖縄県本部の青年部のメンバーを平和ガイ
ドに、ひめゆり資料館、沖縄平和祈念資料館、沖縄
陸軍病院南風原壕群20号、南風原文化センター資料
館などを巡り、沖縄戦の悲惨な歴史の現状を目の当
たりにした。

語り継ぐ沖縄戦の歴史
　戦争体験者が減少するなか、戦争の実態を後世に
伝える戦争遺跡の荒廃も大きな課題となっている。
また、台湾有事を煽り自衛隊配備などが強化されて
いる八重山地域。こうした現状について、石垣市職
労の小浜崇嗣さんは「聞き取り調査や文献史料の収
集、発掘調査による情報を蓄積することにより戦争
の悲惨さについて語り継ぐことができるのではない
か」と記録の保護を訴えるとともに、現在の八重山
の現状について「有事を想定した大規模訓練や避難
計画など地元は翻弄されている」と話す。
　最後に、沖縄県本部の前底伸幸執行委員長は「沖
縄で見た・聞いたことについて、それぞれ地域に戻
って沖縄を含め今後の日本社会をどうするのか危機
感を持って労働組合として声を挙げることが重要。
私たちの生活を守るために神奈川を含め、全国と連
帯して取り組みを進めていきたい」と締めくくった。

参加者の声
川崎交通労組　松浦　哲也さん 　いま当たり前にあ
る平和が決して当然のものではなく、多くの悲惨な
犠牲と必死な努力の上に築かれているという認識を
持つことができた。
　また、記憶を風化させないことの大切さを痛感し
た。証言映像の話を聞き、平和を守るためには次の
世代へと語り継ぎ、常に平和とは何か？と真剣に考
え続ける必要があると感じた。 　
相模原市職労　西島　将さん 　約12キロの嘉手納コ
ースを実際に歩き、目にする風景や聞こえてくる言
葉の一つひとつが胸に響き、これまでニュースでし
か知らなかった沖縄の現実が、急に自分ごとのよう
に感じた。
　行進で出会った方々のまっすぐな思いに触れ、あ
らためて「平和って何だろう」と考える時間となっ
た。基地の問題は難しいけれど、それを知ろうとす
ること、関心を持ち続けることが大切だと実感した。
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　７月には参議院議員
選挙が行われます。立

憲民主党の議席を拡大し、
私「岸まきこ」も２期目の議

席を得るのが一番の目標です。
　これまで引き継いできた「自治労の議
席」を堅持するとともに、現場で働く組
合員を守るため、少しでも働きやすい職
場をつくるため、引き続き、自治労組合
員の代表として政府に改善を求めていき
ます。そして、立憲民主党は参議院から

政権交代をめざすべく、各選挙区、比例区
の候補者の総力を出し切って議席を拡大す
ることが必要となっています。そのために
は、第27回参議院神奈川選挙区「牧山ひろ
え」と比例代表「岸まきこ」の必勝、が求
められます。この両方で議席拡大をはから
なければ政権交代にはつながりません。そ
の第一歩として、今夏は非常に大事な選挙
になります。だからこそ私自身、議員とし
ての活動の一つひとつに気合いを入れて取
り組まねばと改めて強く決意します。

これまでのこれまでの軌跡軌跡岸まきこ
参議院議員

　第90回自治労定期大
会（新潟大会）で、
2019年の参議院選挙に
「あいはらくみこ」さ
んからバトンを引き継
ぎ、組織内候補として
擁立することを決定。
　岸さんは「公共サービスの現場にあった政策を実
現すること、組合員の暮らしを守りたいという思い
で決断した」と力強く決意を述べた。

20172017 年年

　地方自治体で働く男性職員の育児休業に関し質
疑。地方自治体間の取得率の格差の課題について「地
方自治体で働く職員から変えていくことが、その地
域の民間企業における男性職員の育休取得推進にも
つながる」と訴えた。

　会計年度任用職員の処遇改善に向け、現場で働く
組合員の声を基に総務委員会で「会計年度任用職員
の存在意義や重要性」「全ての自治体で勤勉手当支
給をすべき」などを訴え続けた。
　総務大臣から、「会計年度任用職員の賃金・労働
条件は常勤職員に合わせるべき」との回答を引き出
すなど、地方自治法改正に大きく寄与。

20232023 年年

　６月に成立した地方自
治法改正のさまざまな課
題について国会で追及。
残念ながら採決が行われ
可決となり、悔しい思い
も。立法事実もないのに
国の指示権拡大を行えるという地方分権に逆行する
改悪となった。

20242024 年年

　第25回参議院選挙で、
15万7,849票で当選し、
自治労の議席を守る。
　初登院時「初心を忘
れず、公共サービスを
守り、地域の人々の暮
らしを支えるため、地方自治・地方財源の確立に向
けて全力をあげる」と語った。

20192019 年年

　新型コロナウイルス感染症の拡大。混乱が続くさ
まざまな自治体の課題を国会の場で訴え、現場で働
く組合員の労働環境を守るため奮闘。

20202020 年年

　新型コロナの対応で長時間労働が常態化している
実態について「自治体の労働基準監督機能における
チェック体制の不備」などを総務委員会で指摘。

20212021 年年
　予算委員会で、ホームヘルパーについて、老老介護
ならぬ支える側も高齢者という課題を取り上げると
ともに、実体験を踏まえて、年金・介護問題を質疑。

20222022 年年

20252025 年年
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組合員・家族の
みなさんと交流。
学校給食の安全を
守るための改善策
などの意見や要望
を伺う。

川崎市職員家族大運動会

横交大会
地域を支える交
通労働者の処遇改
善と公共交通を守
るべく頑張ると決
意表明

横浜市内の介護事業所（デイサービスと訪
問介護）、福祉作業所、協働スペースを訪問
予算委員会にお

ける介護課題の質
疑内容や、介護や
福祉の現場の実態
を共有

自治退神奈川県本部の
大久保会長と対談

商品券問題、高
額療養費の自己負
担引き上げ、年金
制度改革法案など
国会情勢を意見交
換

現場の課題を意見交換岸まきこ

かながわ労働センター　訪問
解雇やハラスメ
ントなどの労働相
談、労働教育、あ
っせんなどの労働
行政の課題を共有

神 奈 川 へ

参議
院神奈

川選挙区において自治
労神奈川県本部は

牧
山
ひ
ろ
え
さ
ん
を

推
せ
ん
し
応
援

し
て
い
ま
す
。



（ 5 ）

　県内では新規採用が30年程なく、民間委託が徐々にシフトし、職
員が少なることで業務範囲が広くなっています。また、委託先の雇
用条件が悪く、人の入れ替わりが激しくサービスの低下につながっ
ていると思っています。

公営競技場では民間委託がすすんでいます。

公営であることの意義をもう一度
私たちの代表を
みんなで応援しよ

う

　2020 年４月の地方公務員法の改
正により会計年度任用職員に位置付
けられ処遇の改善が進みましたが、
休暇制度などの福利厚生、継続雇用
の問題など解決すべき課題は残され
ており、民間雇用の職場においては
継続雇用や処遇面での課題などを抱
えています。
　また、公営競技場は自治体財政へ
の貢献をはじめ、地域住民が集う場
所としての要素や災害時の拠点利用
など地域資源として活用が求められ

ており、公営競技の社会的な役割や
位置づけをあらためて構築し、従事
員の雇用を守り処遇や労働条件を整
備していくことも必要です。公営競
技のネット投票のポータルサイト手
数料の問題や競馬厩務員の長時間労
働と処遇の問題など、国会議員有志
による公営競技政策議員懇談会にお
いてもさまざまな課題を共有してい
ます。議員懇談会の仲間とともに継
続して課題の改善に取り組んで行き
ます。

　
地
域
資
源

と
し
て
の
活
用
も

  

　
重
要
で
す
。

〈公営競技評〉

５月20日・21日にかけて、「全日本自治体職員等
スポーツ大会　第45回神奈川大会（軟式野球）」を
大和スタジアムにて開き、ブロック予選を勝ち抜い
た７チーム（相模原・川崎・横須賀・秦野・横浜・
厚木・藤沢）によるトーナメント戦が行われた。
大会２日間を通じ、ロースコアの熱戦が多く繰り
広げられ、県内単組の投手層の厚さが光り輝いてい
た大会となった。
決勝戦は、準決勝にて延長戦で勝敗がつかず、特

別延長戦の末、決勝に進出
した藤沢市職労と安定した
投手力と長打力が持ち味で
ある昨年の覇者・相模原市
職労との対戦となった。
試合は、初回、藤沢市職

労の先発久野選手が、先制
点を許すも、その後は、相
模原打線を封じ込めた。その後も長瀬選手・入江選
手と見事な投手リレー、そして隙のない藤沢ベース
ボールで強豪相模原市職労を寄せ付けない試合展開
となった。
５－３で、藤沢市職労が相模原市職労を破り、

2023年以来、２年ぶり17度目の優勝となり、組合員
が躍動する名勝負が幕を閉じた。
また、優勝した藤沢市職労は10月に埼玉県熊谷市

で開催予定の関
東甲地連大会へ
の出場が決定
し、神奈川県代
表となった。関
東甲地連大会で
もさらなる躍動
が期待される。

3‐5

6‐9

1‐20‐12‐0

7‐0

熱戦制し藤沢が頂点
10月の関東甲大会へ

自治労野球大会（予選）
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者のための再審法改正を早期に実現
する議員連盟」が結成され、全国会
議員の過半数の議員が参加し、再審
法改正案を議員立法として国会に提
出しようとしている。
　第４次再審開始に向け、証人尋間
の実施と再審開始を求めるあらたな
署名などの支援を行っていく。

「政治活動の自由」について考える

■地方公務員に対しては公職選挙のたびに「政治
的中立性に対する疑義を招かないように云々」な
どの依命通達が発せられる。実はこの「政治的中
立性」が拡大解釈されていて、地方公務員は政治
的主張が制限されていると思っているフシはない
だろうか。■「政治的中立」とは政治的意見を持
たないことではない。明治大学教授の江島晶子さ
んは、「政治に関心がないというのも、政治にコ
ミットしないという一つの立場。消極的にせよ現
状肯定の効果がある。政治的意見を持たないから
中立になるわけではない」と指摘する（2023.6.26
朝日デジタル）。多様な価値観でこの社会は成り
立っており、少数意見を大切にしながら多様な意
見をくみ上げることが民主主義社会では重要だ。
■だから、憲法が保障する表現の自由としての政
治活動の自由は、民主主義社会の基礎であり不可
欠の権利である、と理解されるのである。公務員
にも当然、この政治活動の自由は保障されている
が、「政治的目的」をもってする一定の「政治的
行為」が制限されている。この制限の目的につい
て江島教授は「公務員がその職務や立場を利用し
て、利用しない場合よりも自分の政治的意見を伝
えやすくしてはならないということ」と分かりや
すく解説する。公務員の「地位利用の禁止」のこ
とだ。■国家公務員法はきわめて広範多岐にわた
って政治的行為を制限し、刑事罰を付している。
他方、地方公務員法はかなり限定したうえで、刑
事罰の対象とはしていない。国家公務員法は成立
の時代背景もあり「規制をし過ぎ」、後に成立し
た地方公務員法は「規制を緩和した」と言われて
いる。■憲法改正手続きの国民投票制度につい

て、国会でも公務員の政治的行為の制限をめぐる
議論があった。公務員はその地位を利用した国民
投票運動は禁止されているが、国民投票運動及び
憲法改正に関する意見の表明は自由にできる。な
お、国民投票運動については、人を選ぶ公職選挙
と違って、憲法という国の最高法規のあり方を決
定するものなので、できる限り自由闊達に運動が
展開できることが望ましく、罰則も必要最小限の
もので足りる、との認識が国会議論でも共有され
ている。■しかし、これに異を唱える右派論客も
いる。皇學館大學の富永健教授は「国民投票運動
が自由に行われることになれば、公務員の労組が
大規模な反対運動を展開するであろうことは想像
に難くない」、日本大学の百地章教授は「公務員
や教員の組織的な国民投票運動が自由とされれ
ば、労働組合や教職員組合の指令のもと、全国の
庁舎や校舎に憲法改正反対の垂れ幕やポスターが
氾濫し、行政や教育に対する国民の不信感は甚だ
しく増大するであろう」などと述べる。公務員の
政治活動は制限しろ、というわけだ。これらは労
働組合の政治活動の自由を嫌悪する意見だろう。
■労働組合が、労働者の労働条件の改善や経済的
地位の向上を主たる目的としつつ、付随的に政治
・社会の問題を取り上げる政治活動は何の問題も
ない。労働条件と政治・社会問題は不可分だから
規制されるいわれも必要性もない。■自由闊達な
議論こそが民主主義社会を鍛える。もっと日常的
に政治を語る文化が地方公務員には必要とされて
いるのではないだろうか。自由な議論が望まれる
憲法改正について「関心がない」が許されるだろ
うか。投票率の低下も危惧されるが、政治参加は
投票だけではない。政治活動の自由はもっと幅広
いのだ。地方公務員が黙っていてはもったいない
ではないか。

自治研センターリポート

神奈川自治研センター事務局長　野坂智也

　５月23日に開かれた狭山事件の再
審を求める市民集会には、全国から
1,200人の参加者が集まった。
　32年の獄中生活を余儀なくされた
石川一雄さんは、1994年12月に仮
出所したのち、異議申立の第3次再
審査請求の闘いを続けてきたが、今
年3月、86歳で失意のうちに死去。

　石川さんの無念を晴らすべく、妻の
石川早智子さんは４月４日に第4次
再審請求を東京高裁に申し立てた。
　集会で、石川早智子さんは「今日
の集会に頑張って２人で行こうと話し
た言葉が最後となった。第３次再審
で裁判長は10人も変わりながら、と
うとう一度の鑑定人尋問も、証人尋問
も行われることはなかった。検察は証
拠開示せず、石川の闘いを踏みにじり
続け、何としても夫の無念を晴らした
い。亡くなった今もかかっている『見
えない手錠』を外したい」と涙ながら
に第４次再審の支援を訴えた。
　国会では、超党派の「えん罪被害

野坂 智也
長方形
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